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練馬区立錦デイサービスセンター  電話０３－３９３７－５０３１ 
 

経営理念：練馬区社会福祉事業団は、人権尊重を理念とし、地域で最も信頼され、喜ばれるサー

ビスの提供を、効率的でバランスのとれた経営をもって行い、区民福祉の向上を図ります。   

 
 

『令和 3年 4月介護保険制度改正に伴う契約について』 

 令和 3年 4月 1日から国の介護保険制度が改正され、介護報酬などの改定が行わ 

れることが厚生労働省より示されました。今回のデイサービス部分での改定は、新 

たな加算要件や加算報酬の変更がございます。つきましては、ご利用中のお客様と 

新たな契約のお手続きが必要となります。改めて、お知らせ文と契約関係書類をお 

渡しいたします。署名・ご捺印をいただき、ご提出していただきたくよろしくお願 

いたします。 

『緊急事態宣言延長中です』 

 政府は、新型コロナ特別措置法に基づき 11都道府県に発令中の緊急事態宣言に 

ついて、栃木県のみ解除し、10都道府県では 1か月間延長すると決定し、新たな 

期限は 3月 7日までとしました。少しずつ、感染者も減少傾向にありますが、医 

療体制はひっ迫している状況は続いています。飲食店に対して午後 8時までに営業

時間の短縮を要請するとともに、人の流れをさらに抑えるため、日中も含めた不要

不急の外出自粛を要請しています。 

引き続き、錦デイサービスセンターでも、3密（密集、密接、密閉）にならない

よう注意し、これまで以上に感染予防対策を徹底してまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【ご相談ください】 

「通所曜日を増やしたい。」「臨時利用したい。」などご希

望がございましたら、遠慮なく、ご相談ください。担当

ケアマネジャーと調整させていただきます。 

【お願い】 

◆お薬の変更がございましたら、お薬の説明書をご

提出ください。◆発熱症状がありましたら、ご利用

をお控えください。 

（お買い物ゲーム） 

自立支援の一環として「お買い物ゲ

ーム」を行いました！皆さんに楽し

んでいただきました。 

(脱衣室、床・クロス張替え工事) 

明るくきれいになりました！青の

クロスがモダンな感じで落ち着き

ます。 

感染防止の 3つの基本：（1）身体的距離の確保、(2)マスクの着用、（3）手洗い 

 
（節分会） 

毎年恒例の豆まきです！ 

皆様に福が来ますように！ 

こん棒が大きすぎます(^-^) 


